
工事名 東濃子ども相談センター遊具等撤去工事

施工場所

契約相手

契約相手住所

工期（自）

工期（至）

契約金額（税込）

概要

適用条項

638,000円

遊具等撤去

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号に該当することか

ら、５者見積による随意契約とした。

契約情報

多治見市上野町５－６８－１

伊佐治建設株式会社

多治見市旭ヶ丘１０－２－２１６

令和4年12月8日

令和5年2月28日


